
 

1 

（仮称）射水市内川情景条例策定支援業務公募型プロポーザル実施要領 

 

 本要領は、（仮称）射水市内川情景条例策定支援業務を委託するに当たり、公募型プロポーザル

方式により優先交渉権者を選定するため、必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 業務概要 

 ⑴ 業  務  名   （仮称）射水市内川情景条例策定支援業務 

 ⑵ 業 務 内 容   別紙「（仮称）射水市内川情景条例策定支援業務仕様書」のとおり 

 ⑶ 業 務 期 間   契約締結日から令和９年３月２３日まで 

 ⑷ 見積金額限度額   金 ４，９５０，０００ 円 

             （消費税及び地方消費税相当額を含む） 

            ※仕様書記載の業務を実施するために必要な一切の経費を含む。 

            ※この金額は、契約時の予定価格を示すものではない。 

            ※限度額を超えた者は、失格とする。 

 

２ 参加資格 

  プロポーザルへの参加者は、参加申込書兼参加資格誓約書の提出日において、次に掲げる要

件を全て満たしていること。なお、参加者は、法人格を有する者に限ることとする。 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者でない

こと。 

 ⑵ 射水市入札参加資格停止要領（平成１８年告示第１７４号）に規定する入札参加資格制限

期間中の者でないこと。 

 ⑶ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続、民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）に基づく再生手続又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産開始

手続がなされていないこと。 

 ⑷ 応募資格の確認基準日から過去２年間において、国税、地方税の滞納がないこと。 

 ⑸ 法人、法人の代表権を有する者又は法人の被用者等が暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」

という。）でないこと。 

 ⑹ 法人、法人の代表権を有する者又は法人の被用者等が暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律第２条第２号に規定する暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を

有していないこと。 

 

３ 質問書の受付及び回答 

 ⑴ 受付期間 令和８年５月１日（金）から令和８年５月１８日（月）正午まで 

 ⑵ 質問方法 質問書（様式第１号）により電子メールで提出すること。 

        提出先電子メールアドレス：kankou-machi@city.imizu.lg.jp 

 ⑶ 質問に対する回答 

        令和８年５月１９日（火）までに、市ホームページに掲載する。 

        なお、質問への回答内容は、本要領等の追加又は修正とみなす。 

 

４ 企画提案書等の提出について 

  本プロポーザルへの参加を希望する事業者（以下「企画提案者」という。）は、次の⑴①～⑧

に掲げる書類を期日までに指定の場所に提出するものとする。 

  なお、１者１提案とする。 

 ⑴ 提出書類等 

  ① 参加申込書兼参加資格誓約書（様式第２号） 

  ② 企画提案書等送付書（様式第３号） 
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  ③ 事業者概要調書（様式第４号） 

  ④ 企画提案書（任意様式）、業務工程表（任意様式） 

   ・企画提案書は、次の⑵に基づいて作成すること。 

   ・様式は任意とするが、日本工業規格Ａ４判を基本とすること。 

   ・表紙には「（仮称）射水市内川情景条例策定支援業務委託企画提案書」及び企画提案者の

名称を表示し、各ページに番号を付すこと。 

   ・企画提案書は、プレゼンテーション審査時の資料として利用する。 

  ⑤ 業務実施体制及び業務担当予定者調書（任意様式） 

   ・業務実施体制及び業務担当予定者調書は、次の⑶に基づいて作成すること。 

  ⑥ 業務実績書（様式第５号） 

  ⑦ 業務見積書（任意様式） 

  ⑧ 履歴事項全部証明書 

 ⑵ 企画提案書に記載する事項 

   別紙「（仮称）射水市内川情景条例策定支援業務委託仕様書」に掲げる業務を自ら遂行する

ための具体的な手法を次の項目ごとに記載すること。 

  ① 事業体制の構築 

  ② 情景条例に必要な項目の整理 

  ③ 情景条例の検討 

  ④ 情景条例の運用に関する検討 

  ⑤ 市民合意や条例策定手続支援 

  ⑥ 自由提案 

 ⑶ 業務実施体制及び業務担当予定者調書に記載する事項 

   次の項目について、具体的に記載すること。 

  ① 業務の執行体制を図示するとともに、編成の考え方や特色 

  ② 業務担当予定者の構成や業務分担（経歴のほか、資格や主な業務実績があれば記載する

こと。） 

 ⑷ 参加申込書兼参加資格誓約書及び企画提案書等の提出期限 

  ① 提出期限：令和８年５月２９日（金）午後５時まで（必着） 

  ② 提出場所：〒９３４－００１１ 

         富山県射水市本町二丁目１３番１号 

         射水市 産業経済部 観光まちづくり課 

         電 話：０７６６－５１－６６７６（直通） 

         メール：kankou-machi@city.imizu.lg.jp 

  ③ 提出部数：１０部（正本１部、副本９部） 

  ④ 提出方法：持参、郵送による提出、かつ、電子データによる提出 

   ※持参による場合は、土、日、祝日を除く日の午前８時３０分から午後５時までの間とす

る。 

   ※郵送の場合は、記録が残る簡易書留郵便等で行い、提出期限までに提出先に届いている

こと。（郵送の場合は必ずその旨を射水市観光まちづくり課まで連絡すること。） 

   ※電子データについても、提出期限までに電子メールで提出先に届いていること。 

 ⑸ 企画提案書等の無効 

   次の各号のいずれかに該当する場合は提出された企画提案書等を無効とし、当該参加者を

失格とする。 

   なお、優先交渉権者に選定された者の企画提案書等が無効となった場合は、評価により順

位付けられた企画提案者の順位を繰り上げる。 

  ① 提出期限を過ぎて企画提案書等が提出された場合 

  ② 提出書類に虚偽の記載があった場合 

  ③ 審査の公平性を害する行為があった場合 

  ④ 審査結果が確定するまでの間に選定委員又は担当課等関係者に本企画に対する援助を直
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接又は間接的に求めた場合 

  ⑤ 上記１⑷に定める見積金額限度額を超えた場合 

 

５ 企画提案の審査 

 ⑴ 審査方法 

   本市が設置する「（仮称）射水市内川情景条例策定支援業務委託事業者選定委員会」（以下

「委員会」という。）が、提出された企画提案書及びプレゼンテーションの内容について、⑵

③に定める審査基準に基づいて審査を行う。 

 ⑵ プレゼンテーション審査の実施 

  ① 実施時期  令和８年６月４日（木）又は５日（金）を予定 

          ※決定次第、詳細な日時については、企画提案者に別途お知らせする。 

          ※審査過程は非公開とする。 

  ② 実施方法 

   ・プレゼンテーションの順番は、原則として企画提案書の到着順とする。 

   ・説明は、１事業者３０分以内（準備時間は除く。）、質疑は２０分程度を予定している。

詳細については、企画提案者に別途お知らせする。 

   ・プレゼンテーションは、非公開とする。 

   ・プレゼンテーションは、オンラインで実施する。 

    なお、ミーティングルームは、市で設定の上、前日までに接続テストを行う。接続テス

トの日時、パスコード等については、別途連絡する。 

  ③ 審査基準 

    企画提案の評価基準の配点は、下表に示すとおりとする。 

№ 評価項目 評価基準 配点 

１ 業務実績 

景観法に基づく景観計画策定業務などの類似する業

務の受注実績があり、本業務を円滑にすすめること

ができるか。 

１５ 

景観計画策定業務などの類似する業務実績に基づく

ノウハウや経験を本業務に生かせる可能性が高い

か。 

１５ 

２ 業務実施体制 

管理者や担当者等が、本業務に関係する資格や実績

を有しているか。 
１０ 

策定までの適切なバックアップ体制がとれており、

円滑かつ安定的な業務遂行が期待できるか。 
１０ 

３ 業務実施計画 

作業内容が明確に示されているか。 

また、短期間に着実に、良質な計画書をまとめ上げる

現実的な工程となっているか。 

１０ 

４ 業務実施 

先進事例などを踏まえながら、各業務項目について

漏れなく提案がされているか。 
１０ 

地域の特徴を十分に踏まえた提案がされているか。 １５ 

５ 事業者評価 

提案内容の説明が分かりやすく、質問に対し適切な

応答を行い、業務を成功させる意欲と情熱が感じら

れるか。 

１０ 

６ 価格評価 

提案内容に対して妥当な見積であるか。 

５点×最も低い見積額÷当該事業者の見積額 

※小数点以下は切り捨てるものとする。 

５ 

合  計 １００ 

 

６ 優先交渉権者の選定 

 ⑴ 優先交渉権者の選定方法 
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   選定委員が審査基準に基づき、企画提案書等を評価、採点し、点数が最も高い者から順に

順位をつける。１位の者を優先交渉権者、２位の者を次点交渉者とする。 

 ⑵ 企画提案者が１者の場合の取扱い 

   最低基準点数（総合評価点の７０％以上）を満たす場合は、当該提案者を優先交渉権者と

する。 

 ⑶ 優先交渉権者の選定及び結果の通知及び公表 

  ① 審査結果は、各企画提案者に電子メール等により通知する。 

  ② 優先交渉権者の審査結果を射水市のホームページで公表する。 

  ③ 審査結果に対する異議を申し立てることはできない。 

 

７ 契約の締結 

  優先交渉権者として選定された者と射水市が協議し、契約案件に係る仕様を確定した上で見

積書を徴取し、随意契約の方法により契約を締結する。この場合において、辞退その他の理由

で契約できない場合は、評価により順位付けられた上位の者から順に、契約の交渉を行う。 

 

８ その他 

 ⑴ 企画提案書等の作成、応募等に要する費用については、全て企画提案者の負担とする。 

 ⑵ 提出された書類等は、返却しない。 

 ⑶ 提出された書類等は、提出者に無断で本プロポーザル以外には使用しない。 

 ⑷ 提出された書類等は、審査及び説明のため、その写しを作成し使用することがある。 

 ⑸ 提出期限後に、内容の変更や追加、再提出等は認めない。 

 ⑹ 企画提案者は、企画提案書の提出をもって、本実施要領の記載内容に同意したものとする。 

 

９ スケジュール（予定） 

内容 期日 

公募開始（実施要領等の公開） 令和８年５月１日（金） 

質問書の提出期限 令和８年５月１８日（月）正午まで 

質問書に対する回答期日 令和８年５月１９日（火） 

※随時公開予定 

参加申込書兼参加資格誓約書、企

画提案書等の提出期限 

令和８年５月２９日（金）午後５時まで 

プレゼンテーション審査 令和８年６月４日（木）又は６月５日（金）を予定 

詳細については、企画提案者に別途お知らせする。 

審査結果の通知 令和８年６月上旬 

契約内容協議・契約締結 令和８年６月中旬頃を予定 

 

１０ 問い合わせ先 

   〒９３４－００１１ 

   富山県射水市本町二丁目１３番１号（新湊消防署１階） 

   射水市産業経済部観光まちづくり課（担当：北川、川井） 

   電 話：０７６６－５１－６６７６（直通） 

   メール：kankou-machi@city.imizu.lg.jp 


